
広報 常陸大宮 お知らせ版　No.371　2018.4.10

6

○対 象 者
　�　市内に住所を有する方で、1歳以上5歳未満の
方で、1回目のおたふくかぜワクチンを接種す
る方（すでに接種した方及び罹患した方は対象
となりません）。
○公費助成額　3,000円
　※�生活保護世帯に属する方は、全額助成になり
ます。「生活保護受給証」を持参のうえ、下記
の窓口にて事前に「個人負担免除券」の申請を
し、交付を受けてください。�������������������

○助成回数　１回
○接種方法　　
　�　下記の窓口に事前に親子（母子）健康手帳を持
参し、「おたふくかぜワクチン予防接種予診票兼
受診券」の交付を受け、医療機関で予防接種を
受けてください。
○医療機関　　
　�　指定医療機関（予診票交付時に配布する「協力
医療機関一覧」をご覧ください）

申込・問 かがやき 健康推進課母子保健G  ☎54-7121
　　　　山支 総合窓口・地域振興G  ☎57-2121 
　　　　美支 総合窓口・地域振興G  ☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G  ☎56-2111
　　　　御支 総合窓口・地域振興G  ☎55-2111

○接種期間（助成期間）　　平成31年3月31日まで
○対 象 者　　�市内に住所を有する方で、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリ

サッカライドワクチン）を受けたことがない方で下記に該当する方
　　　　　【定期接種】　
　　　　　　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳（平成30年度内に到達する年齢）の方
　　　　　　→4月末に個人宛に「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」を郵送
　　　　　【任意接種】　66歳以上の定期接種対象年齢以外の方
　　　　　　→�下記窓口に申請のうえ「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」の交付を受け

てください。
　　　　　※�60歳以上65歳未満で身体障害者手帳1・2級及び内部障害の3級を有する方は定期接種ま

たは任意接種の該当になります。身体障害者手帳を下記窓口に持参のうえ、「高齢者肺炎球
菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」の申請をし、交付を受けてください。　　

○公費助成額　　4,000円
　　　　　　　　※�生活保護世帯に属する方は、全額助成になります。「生活保護受給証」を持参のうえ、

下記の窓口にて事前に「個人負担免除券」の申請をし、交付を受けてください。
○接種方法　　�事前に郵送または窓口で交付した「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について」を確認の

うえ、「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券」「高齢者肺炎球菌予防接種済
証」を持参し医療機関で予防接種を受けてください。

○医療機関　　指定医療機関（予診票交付時に配付する「協力医療機関一覧」をご覧ください）
○そ の 他　　転入した方等で接種を希望する方は下記まで問い合わせください。
申込・問 かがやき 健康推進課母子保健G　☎54-7121
　　　　山支 総合窓口・地域振興G　☎57-2121　　美支 総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G　☎56-2111　　御支 総合窓口・地域振興G　☎55-2111

　市では、平成29年度から産婦健康診査費用の
助成を行なっていますが、平成30年度から助成
回数を1回から2回に増やし産婦の皆さんの心と
体をよりサポートできるよう、産婦健康診査受診
内容を変更しました。
○対　　象　平成30年4月1日以降に出産した方
○助成回数　2回（産後2週間頃、産後1か月頃）
　　　　　　※1回あたり5,000円助成
　　　　　　（�上限を超えた場合は、自己負担と

なります）
○交付方法　
　�　すでに妊娠届をされた方には、3月末までに
個人通知をします。転入された方等で、お手元
に届かない方はご連絡ください。これから妊娠
届をされる方は、親子（母子）健康手帳と一緒に、
窓口にて交付します。

　※�平成30年3月31日までに出産された方は､
『旧産婦健康診査受診票（産後1か月）』の使用
となります｡ お間違えのないようご留意くだ
さい｡

　※ご不明な点は、下記までご連絡ください。
申込・問 かがやき 健康推進課母子保健G
　　　　☎54-7121

おたふくかぜワクチン予防接種の
一部公費助成について

産婦健康診査の助成内容が変わります

平成30年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の一部助成について


